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 沖縄県新型コロナウイルス感染症注意報について 

 

 沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部は、本日、宮古島市内の酒類を

提供する飲食店において感染者が連続して発生していることが確認されたと

して、夜の繁華街における感染予防対策の徹底を呼びかける注意報を発表し

ました。事業者の皆様はお客様と従業員の皆様を守るため、従業員のマスク

着用や健康チェック、店内の換気や消毒、3 密の回避や、手指の消毒等感染

予防対策の徹底を改めてお願いします。 

市民の皆様も会食・会合は 3 密回避対策や感染予防が徹底した店舗をご利

用頂き、面と向かっての会話を避ける、人数を絞る、大声を出さない等の対

策を行い、体調不良時は参加をお控え頂くようお願いします。 

また、会食・会合後に同居家族等へ感染事例もあることから、会食、会合

からの帰宅後は、手洗いやうがいを行い、十分な健康観察を行って下さい。 

特に高齢者と同居している方は注意が必要です。熱や咳等の症状がある場

合はかかりつけの病院か沖縄県コロナ専用コールセンター、市の電話相談室

へ相談してください。 

沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部の発表によると、宮古島市内の

飲食店が関係すると思われる感染者が、１０月８日の確認以来、本日までで

５人確認されています。 

宮古保健所において疫学的調査がおこなわれ、宮古病院では、ドライブス

ルー方式による接触者検査も連日行われている状況です。 

市内の学校においても、複数の学校関係者が濃厚接触者と特定されている

等、予断を許さない状況となっております。市民の皆様には、今一度、マス

クの着用、こまめな手洗い、うがい、３密を回避した行動等感染防止対策を

徹底し取り組んでいただきますようお願いします。 
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夜の繁華街における感染防止対策の徹底について 

 

宮古島市平良西里・下里地区における酒類を提供する飲食店において、１０月上旬から感染

者が連続して発生していることが確認されました。 

今後の感染拡大を防止するため、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」及び「沖縄県新型

コロナウイルス感染症等対策に関する条例」に基づき、下記のご協力をよろしくお願いします。 

 

 

１．宮古島市平良西里・下里地区における事業者の皆様は、お客様と従業員の皆

様を守るため、従業員のマスク着用と健康チェック、店内の換気、テーブル・椅子

等共用部分のこまめな消毒、手指の消毒設備設置等の感染防止対策の徹底を

お願いします。 

 

２．会食・会合は、３密回避対策等の感染防止対策がしっかりとなされた店舗で実

施し、面と向かっての会話を避ける、人数を絞る、大声を出さない、深夜までは

飲まない等の対策を行ってください。隣同士の感染リスクも高いので、十分ご注

意ください。体調不良時は無理をせず、参加をお控えください。 

 

３．会食・会合からの帰宅後は、すぐに手洗い・うがいを行い、当面は注意して  

健康観察を行ってください。祖父母等高齢者の自宅を訪問することはお控えくだ

さい。体調不良がある場合、早めに身近な医療機関か県コロナ専用コールセン

ターに相談してください。 

 

４． マスク着用、こまめな手洗い・ うがい、３密を避ける等、日常的な感染防止対

策の徹底を継続していただくようお願いします。 

 

【沖縄県の主な取り組み】 

（１）濃厚接触者が不特定多数となる場合等は、利用者の注意喚起及び感染拡大防止等のため、 

店名の公表を行います。 

（２）検査協力医療機関等と連携し、濃厚接触者は迅速に PCR 検査へつなげていきます。 

（３）県警において、当該地域における警戒活動を強化します。 

（４）感染防止対策徹底宣言「シーサーステッカー」制度の普及促進により、感染予防対策ガイド

ライン等の遵守に取り組む施設や店舗の増加につなげます。  
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沖縄県新型コロナウイルス感染症専用コールセンターTEL０９８－８６６－２１２９ (土日・祝日含め２４時間対応) 


